
告 示
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�愛媛県告示第１０１３号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２２年９月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０１４号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２２年９月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

四国中央市金砂町小川山字大戸ノ上乙１０７４

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

東温市松瀬川字赤ノ水甲３４３２から甲３４３４まで、甲３４３６の１、

甲３４３６の２、甲３４３７、甲３４４１、甲３４４２

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字赤ノ水甲３４３６の１、甲３４３６の２、甲３４３７、甲３４４２

� その他の森林については、主伐に係る伐採種は定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

�愛媛県告示第１０１２号
次のとおり落札者を決定した。

平成２２年９月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

高齢者実態調査業務一式

愛媛県保健福祉部
生きがい推進局長
寿介護課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２２年８月１８日
株式会社ビデオリサー
チ中国支社
広島県広島市中区袋町
３番１７号

２０，８８９，４３５円 一般競争入札 平成２２年７月２日

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２５
年９月
５日

愛媛県
第１２６７
号

魚廃物
加工肥
料

遊子漁
協魚廃
物加工
肥料

窒素全
量４．５
りん酸
全量
４．６

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
は、公
定規格
のとお
り

遊子漁業協同組
合
愛媛県宇和島市
遊子２５４８番地

毎週（火・金）曜日発行 第２１９８号 平成２２年９月３日

平成２２年９月３日金曜日 第２１９８号

愛 媛 県 報

６２９



３� 保安林予定森林の所在場所

伊予郡砥部町玉谷１２０３、１２１８から１２２１まで、１２２４、１２３５

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

玉谷１２０３・１２１８から１２２１まで・１２２４・１２３５（以上７筆に

ついて次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種は定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所

西予市野村町小松２０２０、２０２２から２０２８まで、２０９９、２１０２から

２１０４まで

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

野村町小松２０２０・２１０３（以上２筆について次の図に示す

部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種は定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁並びに関係市役所及び砥部町役場に備え置いて縦覧

に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０１５号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２２年９月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

松山市川の郷町乙５３、乙５４、乙５７から乙６１まで、乙６２の２、

乙６３、乙６４の１、乙６４の２、乙６５の１から乙６５の３まで、乙６６

の１、乙６６の２、乙６８の１、乙６８の２、乙６９の１、乙６９の２、

乙７０の１、乙７０の２、乙７１、乙７３、乙９１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

川の郷町乙５３・乙５４・乙７３（以上３筆について次の図に

示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種は定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

大洲市長浜町今坊甲１７、乙６０の２

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

長浜町今坊甲１７・乙６０の２（以上２筆について次の図に

示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種は定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

西予市城川町窪野３７４３、３７５８、３７６２、３７６３

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

城川町窪野３７６２・３７６３（以上２筆について次の図に示す

部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種は定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所

西予市城川町窪野４８６５、４８６７の１、４８６７の２、４８６８、４８６９、

４８７７、４８７８、４８８１

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

城川町窪野４８６５（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種は定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

愛 媛 県 報平成２２年９月３日 第２１９８号

６３０
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� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

５� 保安林予定森林の所在場所

西予市城川町高野子２８０１の１、２８０２の１、２８０３から２８０９まで、

２８１１から２８１９まで、２８２０の１、２８２０の２、２８２１の１、２８２１の２、

２８２２から２８２６まで、２８２８から２８３１まで、２８３３

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

城川町高野子２８０１の１・２８０２の１・２８１１から２８１３まで・

２８１５・２８１６・２８２８・２８３１・２８３３（以上１０筆について次の図

に示す部分に限る。）、２８１４

� その他の森林については、主伐に係る伐採種は定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１０１６号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２２年９月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

松山市九川乙９４３の３２、乙９４３の３３、乙９４３の４４から乙９４３の４６

まで、乙９４３の５３

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

大洲市蔵川字長谷甲２７３７、乙９１５の１から乙９１５の３まで、乙

９１６

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

大洲市長浜町今坊甲１８２６、乙２００１の４、乙２０１６、乙２０２３、乙

２０２７の１

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、関係書類を愛媛県庁及び関係市役

所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１０１８号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２２年９月３日

愛媛県西条保健所長 新 山 徹 二

�愛媛県告示第１０１７号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定によ

り告示する。

平成２２年９月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

松第
９４号

松山市道後一万１番１号 財団法人愛媛県国際交流協会 松山市道後一万１番１号 平成２２年８月２０日

愛 媛 県 報平成２２年９月３日 第２１９８号

６３１



１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区新川二丁目２７番１号

代表取締役社長 廣� 博

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場大江地区

新居浜市大江町１番１号

３ 特定施設に関する事項

第一滞留池

４ 汚水等の処理施設に関する事項

第一滞留池

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� 北排水口

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第７４号 特定事業場か
ら排出される水の処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり３０，０００立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 １週間後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．５～７．５

最大 ５．０～９．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４．５

最大 １０．８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７

最大 ２９

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０

最大 ２．４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２９

最大 ０．３９

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １２，６８０

最大 ２８，３３４

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 １週間後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

処 理 施 設 の 種 類 物理処理

処 理 施 設 の 型 式 沈降分離処理

処 理 施 設 の 構 造 土堰堤型式及び鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦９０メートル 横１５０メートル
高さ ３メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３０，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 沈降分離方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．５～７．５

最大 ５．０～９．０

通常 ６．５～７．５

最大 ５．０～９．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４．５

最大 １０．８

通常 ４．５

最大 １０．８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７

最大 ５０

通常 ７

最大 ２９

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０

最大 ２．４

通常 ２．０

最大 ２．４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２９

最大 ０．３９

通常 ０．２９

最大 ０．３９

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １２，６８０

最大 ２８，３３４

通常 １２，６８０

最大 ２８，３３４

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．５～７．５

最大 ５．０～９．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４．５

最大 １０．８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７

最大 ２９

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０

最大 ２．４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２９

最大 ０．３９

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １２，６８０

最大 ２８，３３４

愛 媛 県 報平成２２年９月３日 第２１９８号

６３２



公 告

� 西排水口

�������
�愛媛県告示第１０１９号
四国中央市三島土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良

事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・土居ポンプ地区）

の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５

号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により、

次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２２年９月３日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

土居ポンプ地区）計画書の写し

� 四国中央市三島土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２２年９月６日から１０月５日まで

３ 縦覧場所

四国中央市役所本庁

�������
�愛媛県告示第１０２０号
四国中央市土居町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・樋の井出地区）

の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５

号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により、

次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２２年９月３日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

樋の井出地区）計画書の写し

� 四国中央市土居町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２２年９月６日から１０月５日まで

３ 縦覧場所

四国中央市役所土居支所

�������
�愛媛県告示第１０２１号
西条市禎瑞上部土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良

事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・東相生地区）の

施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５

号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により、

次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２２年９月３日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

東相生地区）計画書の写し

� 西条市禎瑞上部土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２２年９月６日から１０月５日まで

３ 縦覧場所

西条市役所本庁

�������
�愛媛県告示第１０２２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、西条市から協議のあった市営土地改良事業（農業用用排水施

設整備事業・神戸西部地区）の施行に平成２２年７月２９日同意した。

平成２２年９月３日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

�������
�愛媛県告示第１０２３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、今治市から協議のあった市営土地改良事業（ため池等整備事

業・余所国山田地区）の施行に平成２２年８月２５日同意した。

平成２２年９月３日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

�公 告

平成２１年度財団法人都道府県会館建物共済事業及び機械損害

共済事業の経営状況の公表について

財団法人都道府県会館理事長麻生渡から通知のあった平成２１年度

財団法人都道府県会館建物共済事業及び機械損害共済事業の経営状

況について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６３条の２第３

項の規定により、次のとおり公表する。

平成２２年９月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 建物共済事業

� 分担金その他収入 ２，２４８，６７０，９２０円

� 災害共済金その他支出 ８９８，１３９，８５７円

� 正味財産 ２３，７５７，４８９，６３５円

２ 機械損害共済事業

� 分担金その他収入 １，１１３，６９４，２２８円

� 災害共済金その他支出 ４７１，１３６，５７８円

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．７～８．１

最大 ７．５～８．３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２．３

最大 １２．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．４

最大 ２．４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１５

最大 ０．３９

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０

最大 １９，２４０

備考 この他に、雨水排水口が２６箇所ある。
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� 正味財産 ７，３８７，２１０，６５０円

平成２２年９月３日 発行
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